
○川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則
平成７年６月29日規則第50号

川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則
（趣旨）
第１条　この規則は、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例（平成７年川崎市条例第11号。以下「条
例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。
（重点区域の指定）
第２条　市長は、条例第７条に規定する散乱防止重点区域（以下「重点区域」という。）を指定しようとする
ときは、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴くものとする。

２　市長は、重点区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該区域内に標識を設置するものと
する。
（重点区域の指定の変更等）
第３条　市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。
２　前条の規定は、前項の規定により重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
（飲料容器等散乱防止指導員）
第４条　条例第９条に規定する過料の処分に係る事務その他の飲料容器等の散乱の防止に関する事務
を行わせるため、飲料容器等散乱防止指導員を置く。

２　飲料容器等散乱防止指導員は、市長が任命する。
３　飲料容器等散乱防止指導員は、飲料容器等の散乱の防止に関する事務を行う場合においては、飲料
容器等散乱防止指導員証（第１号様式）を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ
ればならない。
（告知及び弁明の機会の付与）
第５条　市長は、条例第９条の規定により過料を科するときは、告知書・弁明書（第２号様式）により、あら
かじめ告知し、及び弁明の機会を付与するものとする。
（過料）
第６条　市長は、条例第９条の規定により過料を科する場合においては、過料決定書（第３号様式）を交付
するものとする。

２　条例第９条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
（委任）
第７条　この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。

附　則
この規則は、平成７年７月１日から施行する。
附　則（平成９年３月31日規則第11号抄）

（施行期日）
１　この規則は、平成９年４月１日から施行する。

附　則（平成18年９月27日規則第102号）
この規則は、平成18年10月１日から施行する。
附　則（平成28年３月31日規則第９号）

（施行期日）
１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規則（第１条、第16条及び第19条を除く。）による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に
残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第１号様式
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第２号様式
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第３号様式
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